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令
和
２
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
は
令
和
３
年

３
月
15
日
ま
で
で
す
。
申
告
期
限
間
近
に

な
り
ま
す
と
税
務
署
は
大
変
混
雑
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
は

で
き
る
だ
け
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
は
、
２
月

16
日
よ
り
前
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

期
限
内
に
申
告
や
納
税
を
し
な
か
っ
た

り
、
間
違
っ
た
申
告
を
し
ま
す
と
、
後
で

不
足
の
税
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
け
で
な
く
、
加
算
税
や
延
滞
税
を
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
を
行
う
必
要
の
な
い
人
で

も
、
個
人
事
業
税
、
個
人
住
民
税
の
申
告

は
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

令
和
２
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
受
付
は
、

令
和
3
年
2
月
１
日
か
ら
3
月
15
日
ま
で
で

す
。

　

納
税
も
申
告
期
限
と
同
じ
日
ま
で
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
贈
与
税
額
が
10
万

円
を
超
え
、
か
つ
、
金
銭
で
一
時
に
納
付
す

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
５
年
以
内
の
年

賦
で
納
め
る
延
納
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

贈
与
税
の
申
告
及
び
納
付

期
限
は
3
月
15
日
で
す

　

個
人
事
業
者
の
令
和
２
年
分
の
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
・
納
付
の
期
限

は
、
令
和
3
年
3
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
準
備
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
確
定
申
告
・
納
付
も

お
忘
れ
な
く

確
定
申
告
特
集
ペ
ー
ジ
の
開
設

　

１
月
に
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
確
定
申
告

特
集
ペ
ー
ジ
」
が
開
設
さ
れ
ま
す
。
適
正
な
申
告
の
た

め
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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早 め に 申 告 　 早 め に 納 税

こ
ん
な
方
は
確
定
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

こ
ん
な
方
は
確
定
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
人

土
地
や
建
物
な
ど
を
譲
渡
し
た
人

還
付
申
告
に
つ
い
て

損
失
申
告
に
つ
い
て

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
と
納
税
は
お
早
め
に

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
、
所
得
税
と

同
様
に
、
納
税
者
の
方
が
自
分
で
税
額
を
計

算
し
て
申
告
と
納
税
を
行
う
「
申
告
納
税
制

度
」
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

消
費
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
る

方
は
、
同
じ
申
告
書
用
紙
で
地
方
消
費
税
の

確
定
申
告
も
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

令
和
２
年
分
の
申
告
と
納
税
は
令
和
３
年

３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
３
月

に
入
り
ま
す
と
、
税
務
署
の
窓
口
は
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ

さ
い
。

申
告
・
納
付
な
ど
に
つ
い
て
お
わ
か
り
に

な
ら
な
い
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の

納
税
協
会
ま
で
お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告

に
当
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
計
算
表
が
国

税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
準
備
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
利
用
さ
れ
る
と
便
利
で
す
。

○
課
税
取
引
金
額
計
算
表

　

事
業
所
得
用

　

不
動
産
所
得
用

　

農
業
所
得
用

○
課
税
売
上
高
計
算
表

○
課
税
仕
入
高
計
算
表

な
お
、
こ
れ
ら
の
計
算
表
は
、
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
人
で
も
、

源
泉
徴
収
税
額
や
予
定
納
税
額
が
納
め
す

ぎ
と
な
っ
て
い
る
人
や
、
給
与
所
得
者
で

医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
、
雑
損
控
除
な
ど
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
還
付
申
告
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
２
年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

赤
字
に
な
る
な
ど
の
理
由
で
、
純
損
失
や

雑
損
失
の
繰
越
控
除
、
純
損
失
の
繰
戻
し

に
よ
る
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、

損
失
申
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
と
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
付
に
つ
い
て
は

振
替
納
税
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
は
、
ご
指
定

の
金
融
機
関
の
預
金
口
座
か
ら
通
知
書
の

金
額
が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

便
利
で
安
全
・
確
実
な
振
替
納
税
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

手
続
は
簡
単
で
す
。
税
務
署
又
は
取
引

金
融
機
関
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

振
替
日
は
、
所
得
税
が
令
和
３
年
４
月

19
日
、
消
費
税
が
令
和
３
年
4
月
23
日
で

す
の
で
、
そ
の
日
ま
で
に
納
税
額
に
見
合

う
預
金
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

　

令
和
２
年
分
の
事
業
所
得
な
ど
の
各
種
の

所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
、
雑
損
控
除
な
ど

の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
き
、
そ
の

残
額
を
基
に
し
て
算
出
し
た
税
額
が
、
配
当

控
除
額
や
年
末
調
整
の
際
に
控
除
を
受
け
た

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額
の
合
計
額
を
超

え
る
人
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

令
和
２
年
中
に
土
地
や
借
地
権
、
建
物
な

ど
を
売
っ
て
所
得
を
得
た
人
は
、
そ
れ
ら
の

所
得
（
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得
）
に
つ
い
て
、

事
業
所
得
な
ど
と
は
分
離
し
て
税
額
を
計
算

し
ま
す
。

　

こ
の
場
合
に
は
、
申
告
書
Ｂ
第
一
表
及
び

第
二
表
の
ほ
か
に
第
三
表
（
分
離
課
税
用
）

を
用
い
、
事
業
所
得
な
ど
そ
の
他
の
所
得
も

合
わ
せ
て
、
確
定
申
告
を
し
ま
す
。

　

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
年
の
１
月
１
日
現

在
で
、
そ
の
土
地
や
建
物
の
所
有
期
間
が
５

年
を
超
え
て
い
れ
ば
長
期
譲
渡
所
得
に
、
５

年
以
下
な
ら
短
期
譲
渡
所
得
に
な
り
、
そ
れ

ぞ
れ
別
の
方
法
で
税
額
を
計
算
し
ま
す
。

　

自
分
が
住
ん
で
い
る
家
と
敷
地
を
売
っ
た

場
合
や
、
以
前
に
住
ん
で
い
た
家
と
敷
地
を

住
ま
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
年
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
年
の
12
月
31
日
ま
で
に
売
っ
た

場
合
に
は
、
一
定
の
条
件
の
下
、
税
負
担
が

軽
減
さ
れ
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

※
　
な
お
、
申
告
書
に
は
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
の
記
載
が
必
要
で
す
（
青
色
申
告
決
算
書
、

収
支
内
訳
書
、
計
算
明
細
書
の
申
告
書
添
付
書
類

に
つ
い
て
は
、
個
人
番
号
の
記
載
は
不
要
で
す
）
。

ま
た
、
申
告
書
提
出
の
際
、
本
人
確
認
書
類
の
提

示
又
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。
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令
和
２
年
分
の
所
得
税
か
ら
、
各
種
所
得

控
除
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。

青
色
申
告
特
別
控
除

　

青
色
申
告
特
別
控
除
に
つ
い
て
、
取
引
を

正
規
の
簿
記
の
原
則
に
従
っ
て
記
録
し
て
い

る
者
に
係
る
控
除
額
を
55
万
円
（
改
正
前
：

65
万
円
）
に
引
き
下
げ
る
一
方
、
取
引
を
正

規
の
簿
記
の
原
則
に
従
っ
て
記
録
し
、
次
の

①
②
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者
に
係

る
控
除
額
は
65
万
円
と
さ
れ
ま
し
た
。

①　

そ
の
年
分
の
事
業
に
係
る
仕
訳
帳
及
び

総
勘
定
元
帳
に
つ
い
て
、
法
律
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
「
電
磁
的
記
録
の
備
付

け
及
び
保
存
」
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と

②　

そ
の
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
書
、

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
等
の
提
出

を
、
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

を
使
用
し
て
行
う
こ
と

基
礎
控
除

　

基
礎
控
除
に
つ
い
て
は
、
控
除
額
が
一
律

10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
合
計

所
得
金
額
が
２
４
０
０
万
円
を
超
え
る
個
人

に
つ
い
て
は
そ
の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て

控
除
額
が
逓
減
し
、
合
計
所
得
金
額
が
２
５

０
０
万
円
を
超
え
る
個
人
に
つ
い
て
は
控
除

の
適
用
は
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
改
正

◆
給
与
所
得
控
除

　

給
与
所
得
控
除
額
は
一
律
10
万
円
引
き
下

げ
ら
れ
、
そ
の
上
限
額
が
１
９
５
万
円
（
改

正
前
：
２
２
０
万
円
）
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、

上
限
額
が
適
用
さ
れ
る
給
与
等
の
収
入
金
額

は
８
５
０
万
円（
改
正
前
：
１
０
０
０
万
円
）

と
な
り
ま
し
た
。

◆
公
的
年
金
等
控
除

　

公
的
年
金
等
控
除
は
、
一
律
10
万
円
（
又

は
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

に
係
る
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て
20
万
円
あ

る
い
は
30
万
円
）
引
き
下
げ
る
こ
と
と
さ
れ
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
１
０
０
０
万
円

を
超
え
る
場
合
の
控
除
額
に
つ
い
て
上
限
を

設
け
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

◆
所
得
金
額
調
整
控
除

　

所
得
金
額
調
整
控
除
が
次
の
と
お
り
創
設

さ
れ
ま
し
た
。

①　

そ
の
年
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が
８
５

０
万
円
を
超
え
る
居
住
者
で
、
本
人
が
特

別
障
害
者
に
該
当
す
る
も
の
又
は
年
齢
23

歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
も
の
若
し

く
は
特
別
障
害
者
で
あ
る
同
一
生
計
配
偶

者
若
し
く
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
も
の
の

総
所
得
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
給

与
等
の
収
入
金
額
か
ら
８
５
０
万
円（
１
０

０
０
万
円
超
の
場
合
は
１
０
０
０
万
円
）

　

を
控
除
し
た
金
額
の
10
％
相
当
額
を
、
給

与
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る

②　

そ
の
年
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等

の
金
額
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得

の
金
額
が
あ
る
居
住
者
で
、
そ
の
合
計
額

が
10
万
円
を
超
え
る
も
の
の
総
所
得
金
額

を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
給
与
所
得
控
除

後
の
給
与
等
の
金
額
及
び
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
の
金
額
（
そ
れ
ぞ
れ
10
万
円

が
限
度
）
の
合
計
額
か
ら
10
万
円
を
控
除

し
た
残
額
を
、
給
与
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る

◆
各
種
所
得
控
除
等
を
受
け
る
た
め
の
扶
養

　
親
族
等
の
合
計
所
得
金
額
要
件
等
の
改
正

　

同
一
生
計
配
偶
者
、
扶
養
親
族
、
源
泉
控

除
対
象
配
偶
者
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象

と
な
る
配
偶
者
及
び
勤
労
学
生
の
合
計
所
得

金
額
要
件
が
、
そ
れ
ぞ
れ
10
万
円
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

所
得
控
除
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す

明 る い 社 会 に い き る 税
＜青色申告特別控除と基礎控除の改正＞
（合計所得金額が2,400万円以下の場合）

⑴正規の簿記の
　原則で記帳
⑵貸借対照表と
　損益計算書を
　添付
⑶期限内申告

改正前の要件
　　 ＋
e-Taxによる
電子申告又は
電子帳簿保存

改正前の要件

103
万円

113
万円

103
万円

38
万円

48
万円

48
万円

65
万円

合計
基礎
控除

記載方法
申告方法

控除額 要件

青色
控除

65
万円

改
　
正
　
前

改
　
正
　
後

55
万円

＜基礎控除の改正＞

合計所得
金額

2,400万円以下

2,400万円超
2,450万円以下

2,450万円超
2,500万円以下

基礎控除額

改正後

48万円

32万円

16万円

改正前

38万円
（所得制限
なし）
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知 っ て お ト ク な 税 の 知 識

帳簿と請求書等の保存

　課税事業者の方は、仕入税額控

除の適用を受けるためには、区分

経理に対応した帳簿及び区分記載

請求書等の保存が必要となります。

■　地方消費税の納税額の計算方法

　国税の消費税納税額を基に地方消費税の納税額を計算します。

 税率6.24％、7.8％適用分

　地方消費税の納税額＝国税の消費税納税額×22/78

■　消費税及び地方消費税の申告・納付が必要な方

①　平成30年分の課税売上高が1,000万円を超える方

②　平成30年分の課税売上高が1,000万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

③　上記①、②に該当しない場合で、令和元年（平成31年）１月１日～６月30日までの期間における

　　課税売上高が1,000万円を超える方
　　※課税売上高に代えて、給与等支払額による判定も可能です。

■　消費税の納税額の計算方法

 一般的な消費税納税額の計算方法

 簡易課税制度を適用した場合の消費税納税額の計算方法

　簡易課税制度を選択している場合は、事業区分に応じた「みなし仕入率」で計算します。
　※複数の事業を営む事業者は、課税売上高を事業ごとに区分することで、別途特例の計算をすることが可能です。

令和２年分　消費税及び地方消費税の申告・納付

第１種事業

第２種事業

第３種事業

第４種事業

第５種事業

第６種事業

90%

80%

70%

60%

50%

40%

卸売業

小売業、農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）

農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、鉱業、建設業、
製造業、電気・ガス・熱供給・水道業

飲食店業、その他の事業

金融業及び保険業、運輸通信業、サービス業（飲食店業以外）

不動産業

種　別 みなし
仕入率 主な業種

国税の消費税
納税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

－ ×　 みなし仕入率＝

国税の消費税
納税額

課税期間中の課税売上げ
に係る消費税額

課税期間中の課税仕入れに
係る消費税額

＝ －
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あ な た の お 役 に 立 つ 納 税 協 会
　

令
和
２
年
度
納
税
表
彰
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
表
彰
者
と
受
賞

者
の
み
の
出
席
で
、
大
阪
福
島
税
務
署
署
長
室

に
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
受
彰
者
に
は
表
彰

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

晴
れ
の
受
彰
者
は
次
の
方
々
で
す（

敬
称
略
）

大
阪
福
島
税
務
署
長
納
税
表
彰

川
　
淵
　
義
　
道
　 

　
（
国
見
山
株
式
会
社
）

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会　

常
任
理
事

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会

広
報
部
会　

副
部
会
長

西
　
口
　
英
　
和
　
（
学
校
法
人
　
西
口
学
園

　
　
　
　
　
　
　 

英
風
女
子
高
等
専
修
学
校
）

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会　
　

副
会
長

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会

法
人
部
会　

幹
事

租
税
教
室
と
教
養
講
座
　
開
催

女
性
部
会

　

去
る
11
月
11
日
、
当
納
税
協
会
本
部
3
階
会

議
室
に
て
、
租
税
教
室
と
教
養
講
座
を
開
講
し

ま
し
た
。

　

租
税
教
室
が
始
ま
る
前
に
、
今
年
度
の
役
員

改
選
で
交
代
さ
れ
た
、
新
旧
の
女
性
部
会
会
長

の
ご
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。

　

租
税
教
室
で
は
、
当
納
税
協
会
の
専
務
理
事

を
務
め
る
松
本
税
理
士
よ
り
、
現
在
協
会
で
特

に
力
を
い
れ
て
い
る
租
税
教
育
の
現
場
に
つ
い

て
、
詳
し
く
講
義
い
た
し
ま
し
た
。

　

中
高
校
生
や
小
学
生
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い

る
、
納
税
の
大
切
さ
や
税
の
役
割
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
の
租
税
教
育
の
現
場
に
つ
い
て
、
実

際
に
教
育
現
場
で
使
用
さ
れ
て
い
る
『
も
し
も

税
金
が
な
く
な
っ
た
ら
…
』
と
い
う
内
容
の
Ｄ

Ｖ
Ｄ
教
材
を
交
え
な
が
ら
の
講
義
で
し
た
。

　

教
養
講
座
で
は
、
講
師
の
和
田
笑
子
氏
を
招

き
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
教
室
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

今
年
は
例
年
の
よ
う
な
多
人
数
で
の
集
会
が

た
め
ら
わ
れ
る
中
、
参
加
人
数
を
制
限
し
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
、
ま

た
少
し
肌
寒
い
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
換
気

を
充
分
に
す
る
こ
と
で
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
理
解
に
は
深
く

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
を
ア
ク

リ
ル
板
に
オ
イ
ル
と
一
緒
に
流
し
込
み
、
コ
ー

ス
タ
ー
を
作
成
し
ま
し
た
。
簡
単
な
よ
う
で
す

が
、
オ
イ
ル
の
混
ぜ
方
や
硬
め
方
、
ま
た
プ
リ

ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
の
置
き
方
な
ど
も
な
か
な

か
難
し
く
、
予
想
よ
り
は
皆
様
苦
戦
さ
れ
て
い

る
様
子
で
し
た
。
美
し
く
仕
上
が
っ
た
コ
ー
ス

タ
ー
は
日
常
生
活
で
役
立
ち
そ
う
で
す
。

（
参
加
者
20
名
）

（
女
性
部
会
と
は
、
予
め
会
員
の
う
ち
か
ら
入

会
登
録
さ
れ
た
方
を
も
っ
て
構
成
し
て
お
り
ま

す
。
会
員
の
方
で
入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
務
局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
）

租
税
教
室
講
師
養
成
講
座

租
税
教
室

青
年
部
会

　

去
る
10
月
23
日
、
青
年
部
役
員
会
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
現
在
青
年
部
が
主
導
し
て

い
る
租
税
教
育
に
つ
い
て
、
青
年
部
役
員
の
方

々
に
租
税
教
室
の
講
師
の
た
め
の
講
座
を
受
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
は
青
年
部
会
長
の

み
が
講
師
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
す
が
、
今
後

租
税
教
育
事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
、
講

師
の
人
員
拡
大
、
お
よ
び
確
保
は
大
変
重
要
で

す
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
東
税
務
署
の
広
報
広

聴
官
を
招
き
、
「
租
税
教
室
講
師
養
成
講
座
」

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
福
島
区
内
の
西
口
学
園
「
英
風
女

子
高
等
専
修
学
校
」
や
、
大
阪
市
立
大
開
小
学

校
で
行
わ
れ
た
租
税
教
室
の
様
子
を
実
地
見
学

い
た
し
ま
し
た
。

　

英
風
女
子
高
等
専
修
学
校
で
は
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
使
っ
て
の
講
義
で
、
よ
り
生
徒
た
ち
に

わ
か
り
や
す
く
、
ま
た
最
後
ま
で
集
中
で
き
る

よ
う
な
内
容
と
な
り
、
租
税
教
育
が
時
代
の
ニ

ー
ズ
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
ま
し
た
。
将
来
的
に
は
リ
モ
ー
ト
に
よ
る
一

斉
授
業
な
ど
、今
ま
で
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
も
青
年
部
と
し
て
、
そ
し
て
納
税

協
会
と
し
て
よ
り
一
層
、
租
税
教
育
に
注
力
し

て
ま
い
り
ま
す
。

税
務
研
修
会

局
法
人
部
会

　

去
る
12
月
10
日
、
ホ
テ
ル
阪
神
大
阪
に
お
い

て
、
局
法
人
部
会
に
よ
る
税
務
研
修
会
を
実
施

し
ま
し
た
。

　

第
１
部
で
は
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士
の
井

村
佐
都
美
氏
を
お
迎
え
し
、
「
働
き
方
改
革
の

イ
ロ
ハ
」
と
題
し
た
ご
講
演
を
、
大
変
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
参
加
者
８
名
）

（
局
法
人
部
会
と
は
、
法
人
会
員
の
う
ち
、
大

阪
国
税
局
調
査
部
が
所
管
す
る
法
人
の
集
ま
り

で
す
。
）

法
人
部
会
　
月
例
講
演
会
開
催
状
況

　

大
阪
福
島
納
税
協
会
で
は
、
左
記
の
対
応
策

を
講
じ
た
上
で
、
大
阪
府
に
お
け
る
感
染
状
況

等
を
注
視
し
な
が
ら
、
慎
重
に
開
催
の
判
断
を

下
し
て
お
り
ま
す
。

一
、
定
員
を
20
名
と
し
、
事
前
予
約
制
と
す
る
。

一
、
３
人
掛
け
の
長
机
を
１
人
仕
様
と
す
る
。

一
、
出
入
り
口
の
扉
を
開
放
す
る
。

一
、
対
面
と
な
る
講
師
席
に
、
ア
ク
リ
ル
ス
タ

ン
ド
を
た
て
る
。

一
、
参
加
者
に
は
検
温
と
、
手
指
の
消
毒
を
お

願
い
す
る
。

一
、
講
師
、
参
加
者
と
も
に
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
す
る
。

※
マ
ス
ク
を
持
参
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

協
会
に
て
提
供
す
る
。

　

こ
う
し
た
対
策
を
経
た
上
で
、
10
月
、
11
月

お
よ
び
12
月
の
月
例
講
演
会
は
、
無
事
実
施
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

ま
た
、
直
近
の
講
演
会
開
催
状
況
は
、
大
阪

福
島
納
税
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
会
員
の
皆
様
に
は
ご
不
便
と
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
な
に
と
ぞ
ご
理
解
と
ご

協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

開
催
を
中
止
し
た
行
事

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
次
の
講
演
会
等
の
開
催
を
中
止
し
ま
し
た
。

　

11
月　

令
和
２
年
度 

年
末
調
整
説
明
会

（
税
務
署
と
の
共
催
）

　
　
　
　

納
税
表
彰
式
、
中
学
生
の
「
税
に
つ

い
て
の
作
文
」
表
彰
式

　

12
月　

総
務
部
会
：
税
務
署
長
税
務
講
演
会

（
延
期
）

青年部役員会講師の様子　西口学園

令
和
２
年
度

　
納 

税 

表 

彰



　

令
和
２
年
度
納
税
表
彰
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
表
彰
者
と
受
賞

者
の
み
の
出
席
で
、
大
阪
福
島
税
務
署
署
長
室

に
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
受
彰
者
に
は
表
彰

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

晴
れ
の
受
彰
者
は
次
の
方
々
で
す（

敬
称
略
）

大
阪
福
島
税
務
署
長
納
税
表
彰

川
　
淵
　
義
　
道
　 

　
（
国
見
山
株
式
会
社
）

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会　

常
任
理
事

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会

広
報
部
会　

副
部
会
長

西
　
口
　
英
　
和
　
（
学
校
法
人
　
西
口
学
園

　
　
　
　
　
　
　 

英
風
女
子
高
等
専
修
学
校
）

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会　
　

副
会
長

公
益
社
団
法
人
大
阪
福
島
納
税
協
会

法
人
部
会　

幹
事

租
税
教
室
と
教
養
講
座
　
開
催

女
性
部
会

　

去
る
11
月
11
日
、
当
納
税
協
会
本
部
3
階
会

議
室
に
て
、
租
税
教
室
と
教
養
講
座
を
開
講
し

ま
し
た
。

　

租
税
教
室
が
始
ま
る
前
に
、
今
年
度
の
役
員

改
選
で
交
代
さ
れ
た
、
新
旧
の
女
性
部
会
会
長

の
ご
挨
拶
を
頂
き
ま
し
た
。

　

租
税
教
室
で
は
、
当
納
税
協
会
の
専
務
理
事

を
務
め
る
松
本
税
理
士
よ
り
、
現
在
協
会
で
特

に
力
を
い
れ
て
い
る
租
税
教
育
の
現
場
に
つ
い

て
、
詳
し
く
講
義
い
た
し
ま
し
た
。

　

中
高
校
生
や
小
学
生
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い

る
、
納
税
の
大
切
さ
や
税
の
役
割
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
の
租
税
教
育
の
現
場
に
つ
い
て
、
実

際
に
教
育
現
場
で
使
用
さ
れ
て
い
る
『
も
し
も

税
金
が
な
く
な
っ
た
ら
…
』
と
い
う
内
容
の
Ｄ

Ｖ
Ｄ
教
材
を
交
え
な
が
ら
の
講
義
で
し
た
。

　

教
養
講
座
で
は
、
講
師
の
和
田
笑
子
氏
を
招

き
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
教
室
を
開
催
し

ま
し
た
。

　

今
年
は
例
年
の
よ
う
な
多
人
数
で
の
集
会
が

た
め
ら
わ
れ
る
中
、
参
加
人
数
を
制
限
し
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
と
り
つ
つ
、
ま

た
少
し
肌
寒
い
中
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
換
気

を
充
分
に
す
る
こ
と
で
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
理
解
に
は
深
く

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
を
ア
ク

リ
ル
板
に
オ
イ
ル
と
一
緒
に
流
し
込
み
、
コ
ー

ス
タ
ー
を
作
成
し
ま
し
た
。
簡
単
な
よ
う
で
す

が
、
オ
イ
ル
の
混
ぜ
方
や
硬
め
方
、
ま
た
プ
リ

ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
の
置
き
方
な
ど
も
な
か
な

か
難
し
く
、
予
想
よ
り
は
皆
様
苦
戦
さ
れ
て
い

る
様
子
で
し
た
。
美
し
く
仕
上
が
っ
た
コ
ー
ス

タ
ー
は
日
常
生
活
で
役
立
ち
そ
う
で
す
。

（
参
加
者
20
名
）

（
女
性
部
会
と
は
、
予
め
会
員
の
う
ち
か
ら
入

会
登
録
さ
れ
た
方
を
も
っ
て
構
成
し
て
お
り
ま

す
。
会
員
の
方
で
入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
務
局
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
）

租
税
教
室
講
師
養
成
講
座

租
税
教
室

青
年
部
会

　

去
る
10
月
23
日
、
青
年
部
役
員
会
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
中
で
、
現
在
青
年
部
が
主
導
し
て

い
る
租
税
教
育
に
つ
い
て
、
青
年
部
役
員
の
方

々
に
租
税
教
室
の
講
師
の
た
め
の
講
座
を
受
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
在
は
青
年
部
会
長
の

み
が
講
師
を
行
っ
て
い
る
状
況
で
す
が
、
今
後

租
税
教
育
事
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
、
講

師
の
人
員
拡
大
、
お
よ
び
確
保
は
大
変
重
要
で

す
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
東
税
務
署
の
広
報
広

聴
官
を
招
き
、
「
租
税
教
室
講
師
養
成
講
座
」

を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
福
島
区
内
の
西
口
学
園
「
英
風
女

子
高
等
専
修
学
校
」
や
、
大
阪
市
立
大
開
小
学

校
で
行
わ
れ
た
租
税
教
室
の
様
子
を
実
地
見
学

い
た
し
ま
し
た
。

　

英
風
女
子
高
等
専
修
学
校
で
は
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
使
っ
て
の
講
義
で
、
よ
り
生
徒
た
ち
に

わ
か
り
や
す
く
、
ま
た
最
後
ま
で
集
中
で
き
る

よ
う
な
内
容
と
な
り
、
租
税
教
育
が
時
代
の
ニ

ー
ズ
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
ま
し
た
。
将
来
的
に
は
リ
モ
ー
ト
に
よ
る
一

斉
授
業
な
ど
、今
ま
で
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
も
青
年
部
と
し
て
、
そ
し
て
納
税

協
会
と
し
て
よ
り
一
層
、
租
税
教
育
に
注
力
し

て
ま
い
り
ま
す
。

税
務
研
修
会

局
法
人
部
会

　

去
る
12
月
10
日
、
ホ
テ
ル
阪
神
大
阪
に
お
い

て
、
局
法
人
部
会
に
よ
る
税
務
研
修
会
を
実
施

し
ま
し
た
。

　

第
１
部
で
は
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士
の
井

村
佐
都
美
氏
を
お
迎
え
し
、
「
働
き
方
改
革
の

イ
ロ
ハ
」
と
題
し
た
ご
講
演
を
、
大
変
わ
か
り

や
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
参
加
者
８
名
）

（
局
法
人
部
会
と
は
、
法
人
会
員
の
う
ち
、
大

阪
国
税
局
調
査
部
が
所
管
す
る
法
人
の
集
ま
り

で
す
。
）

法
人
部
会
　
月
例
講
演
会
開
催
状
況

　

大
阪
福
島
納
税
協
会
で
は
、
左
記
の
対
応
策

を
講
じ
た
上
で
、
大
阪
府
に
お
け
る
感
染
状
況

等
を
注
視
し
な
が
ら
、
慎
重
に
開
催
の
判
断
を

下
し
て
お
り
ま
す
。

一
、
定
員
を
20
名
と
し
、
事
前
予
約
制
と
す
る
。

一
、
３
人
掛
け
の
長
机
を
１
人
仕
様
と
す
る
。

一
、
出
入
り
口
の
扉
を
開
放
す
る
。

一
、
対
面
と
な
る
講
師
席
に
、
ア
ク
リ
ル
ス
タ

ン
ド
を
た
て
る
。

一
、
参
加
者
に
は
検
温
と
、
手
指
の
消
毒
を
お

願
い
す
る
。

一
、
講
師
、
参
加
者
と
も
に
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
す
る
。

※
マ
ス
ク
を
持
参
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

協
会
に
て
提
供
す
る
。

　

こ
う
し
た
対
策
を
経
た
上
で
、
10
月
、
11
月

お
よ
び
12
月
の
月
例
講
演
会
は
、
無
事
実
施
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

ま
た
、
直
近
の
講
演
会
開
催
状
況
は
、
大
阪

福
島
納
税
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
会
員
の
皆
様
に
は
ご
不
便
と
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
な
に
と
ぞ
ご
理
解
と
ご

協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

開
催
を
中
止
し
た
行
事

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
次
の
講
演
会
等
の
開
催
を
中
止
し
ま
し
た
。

　

11
月　

令
和
２
年
度 

年
末
調
整
説
明
会

（
税
務
署
と
の
共
催
）

　
　
　
　

納
税
表
彰
式
、
中
学
生
の
「
税
に
つ

い
て
の
作
文
」
表
彰
式

　

12
月　

総
務
部
会
：
税
務
署
長
税
務
講
演
会

（
延
期
）

西口学園大開小学校

6

明 る い 納 税 　 明 る い 未 来
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全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
並
び
に
国
税
庁

主
催
の
も
と
、
次
代
を
担
う
中
学
生
の
令
和
２

年
度
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
の
募
集
を
行
い
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
が
多
大

な
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
２
６
７
点
も
の
応
募

作
品
が
あ
り
ま
し
た
。
多
く
の
ご
参
加
を
い
た

だ
け
ま
し
た
こ
と
を
、
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

　

作
品
は
選
考
を
経
て
、
本
年
度
は
７
名
の
受

賞
が
決
定
し
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
租
税
教
育
の
一
環
と
し
て
、
税
の

作
文
募
集
事
業
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

次
の
方
々
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

（
敬
称
略
・
50
音
順
）

国
税
庁
　
長
官
賞

堂　

腰　

美　

楓（
大
阪
市
立
野
田
中
学
校
）

公
益
財
団
法
人
納
税
協
会
連
合
会
　
会
長
賞

仙　

石　

菜　

緒（
大
阪
市
立
八
阪
中
学
校
）

大
阪
福
島
税
務
署
長
賞

式　

森　

千　

花（
大
阪
市
立
咲
く
や
こ
の
花
中
学
校
）

村　

上　
　
　

葵（
大
阪
市
立
八
阪
中
学
校
）

福
島・此
花
租
税
教
育
推
進
協
議
会
　
会
長
賞

薮　

林　

由　

那（
大
阪
市
立
咲
く
や
こ
の
花
中
学
校
）

近
畿
税
理
士
会
福
島
支
部
　
支
部
長
賞

岸　

田　

佐　

和（
大
阪
市
立
咲
く
や
こ
の
花
中
学
校
）

大
阪
福
島
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
　
会
長
賞

今　

井　

夕　

凛（
昇
陽
中
学
校
）

国
税
庁
　
長
官
賞

「
日
曜
午
前
の
ヒ
ー
ロ
ー
」

大
阪
市
立
野
田
中
学
校
三
年

　
　
　
　
　
　
堂
腰
　
美
楓

　
「
君
の
夢
を
必
ず
守
っ
て
み
せ
る
。」日
曜
の

午
前
ヒ
ー
ロ
ー
物
の
番
組
が
始
ま
る
時
間
だ
。

　

誰
も
が
一
度
は
憧
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
怪
人
や
悪
者
を
颯
爽
と
倒
し
、
人
々
に
夢

や
希
望
を
与
え
る
日
曜
午
前
の
テ
レ
ビ
の
中
の

ヒ
ー
ロ
ー
達
に
。
彼
ら
は
い
つ
だ
っ
て
輝
い
て

い
る
。
彼
ら
の
存
在
は
あ
く
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
、
そ
う
考
え
て
い
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
私
は
誰
も
が
こ
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
う
考
え
た
理
由
に
は
税
金
と
夢
が
大

き
く
関
わ
っ
て
く
る
。

　

税
金
と
夢
の
関
係
性
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
税
金
が
何
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
。
国
民
の

医
療
費
、
公
共
事
業
、
教
育
費
な
ど
例
を
挙
げ

た
ら
キ
リ
が
な
い
が
国
民
の
安
定
し
た
生
活
を

保
障
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
税
金
は
こ
の
よ
う
に
使
わ
れ
な
が
ら
人
々

の
夢
を
支
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
が
こ
う
考
え
た
の
は
私
自
身
、
税
金
に
夢
を

支
え
ら
れ
た
経
験
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

私
の
家
は
母
子
家
庭
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て

こ
の
環
境
を
悲
観
し
て
い
る
訳
で
は
無
い
の
だ

が
、
ど
う
し
て
も
金
銭
的
な
問
題
は
無
視
で
き

な
か
っ
た
。
そ
の
頃
か
ら
私
に
は
夢
が
あ
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
夢
を
叶
え
る
た
め
に
は
ど
う
し

て
も
大
学
へ
行
き
、
資
格
を
取
る
こ
と
が
必
要

だ
っ
た
。
し
か
し
、
大
学
に
は
も
う
行
け
な
い

と
明
確
に
言
わ
れ
て
し
ま
い
、
こ
れ
に
は
さ
す

が
に
参
っ
た
。
そ
ん
な
時
に
私
が
知
っ
た
の
は

大
学
の
無
償
化
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
正
確
に

は
高
等
教
育
の
就
学
支
援
制
度
と
言
っ
て
低
所

得
世
帯
の
子
ら
を
支
援
す
る
も
の
で
消
費
税
が

財
源
ら
し
い
。
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
私
を

不
憫
に
思
っ
た
母
が
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
く
れ
て

い
た
よ
う
だ
。
そ
の
制
度
は
私
に
と
っ
て
ま
さ

に
救
い
だ
っ
た
。
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
っ
た
。
大
袈

裟
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
当
に
そ
う

感
じ
た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。

　

税
金
は
公
共
事
業
だ
と
か
福
祉
な
ど
に
使
わ

れ
な
が
ら
人
々
の
夢
を
支
え
て
い
る
、
こ
の
作

文
内
で
私
は
そ
う
述
べ
た
が
、
自
分
は
中
々
に

良
い
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
今
で
も
税

金
に
夢
を
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
と
感
じ
る

事
が
多
々
あ
る
。
今
、
こ
れ
を
読
ん
で
く
れ
て

い
る
人
に
も
税
金
に
支
え
ら
れ
て
い
る
所
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
も
私
達
は
た
だ

な
さ
れ
る
が
ま
ま
に
救
わ
れ
て
い
る
訳
で
は
無

い
は
ず
だ
。
何
せ
税
金
は
降
っ
て
湧
い
て
き
た

金
で
は
無
い
。
税
金
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
る

の
は
私
達
国
民
、
そ
し
て
税
金
を
払
っ
て
い
る

の
も
正
し
く
私
達
国
民
な
の
だ
。
税
金
を
支
払

う
行
為
は
誰
か
の
夢
を
救
う
こ
と
に
必
ず
繋
が

る
。
私
は
今
は
税
金
を
払
う
年
齢
で
は
な
い
が
、

払
え
る
年
齢
に
な
っ
た
ら
必
ず
払
い
た
い
と
思

う
。
自
分
が
誰
か
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
れ
る
な
ん

て
そ
ん
な
素
晴
ら
し
い
こ
と
は
な
い
じ
ゃ
な
い

か
。

　

今
、
税
金
を
何
と
な
く
で
も
払
え
て
い
る
の

な
ら
そ
れ
は
誇
っ
て
良
い
こ
と
だ
。
君
が
幼
い

頃
に
憧
れ
た
日
曜
午
前
に
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
れ
た

の
だ
か
ら
。

考 え て み よ う 　 身 近 な 税 を

中
学
生
の「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

　
　
　
　
　

 

優
秀
作
品
を
披
露

中
学
生
の「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

　
　
　
　
　

 

優
秀
作
品
を
披
露

大阪市立野田中学校　校長室にて

中
学
生
の

「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

　
　
　
　

応
募
作
品
多
数
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大阪福島・西・浪速・西淀川・東成・東淀川・北・大淀・東・南税務署の 

です! 

 税務署内には、申告書作成会場は開設しておりません!! 

大阪福島・西・浪速・西淀川・東成・東淀川・北・大淀・東・南税務署 

申告書作成会場は 

※ 作成済みの申告書等の受付は、郵送又は税務署内の窓口でも行っております。 

会場では、お手持ちの からの を利用した申告書作成を推奨しております。 

開 設 期 間 相 談 受 付 時 間 ご 案 内

令和3年
2月16日(火)～3月15日(月)

9時15分 ～16時 　所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告書作成
会場です。

 ※　土・日・祝日の内、2月21日（日）及び2月28日（日）に限り開設しております。
 ※　会場は非常に混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
 ※　会場の混雑状況により、早めに受付を終了させていただく場合があります。
 ※　会場ではご自分で申告書等の作成やパソコン操作をお願いしております。
 ※　会場では納税証明書の発行は行っておりません（税務署で行っています。）。
 ※　会場では納税はできません。納税については、QRコードを利用したコンビニ納付や振替納税などの便利な
    納付手段をご利用ください（詳細は国税庁ホームページをご確認ください。）。※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

 ≪≪≪≪≪≪≪≪申告書作成会場でのの感染症対策策にご協力ください。≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 

 ① 相談会場内の三密を回避するため、入場整理券が必要であり、早めに相談受付 

  を終了する場合があります。 

 ② ご来場される際は、マスクの着用をお願いします。 

  （マスクを着用されていない場合、入場をお断りする場合があります。） 

 ③ 咳・発熱の症状のある方や体調のすぐれない方は、ご入場をお断りします。 

 ④ 会場内に筆記用具は用意しておりませんので、ボールペンや計算器具等をご持参ください。 

 

申告手続き等には、税務署
へ提出する都度、 

マイナンバーの記載と本人

確認書類の提示

又は写しの提出

が必要です！ 

申告書には、確実に 

  マイナンバー の 

記載を！ 

申告書には、確実に

感染症対策だニャ！ 



３月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
月 日月 火 水 木 金 土

○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○
月

２月
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
○ ○ ○ ○○ ○

28
金 土

火 水 木 金 土 日

16
日

①　相談日時は、事前の予約をお願いします。
②　お越しの際には、マスクを着用し、筆記具や計算器具は各自でご持参ください。
③　37.5度以上の発熱があった場合や息苦しさ・強いだるさがある場合には、入場を制限
させていただきます。
④　来場の際には、受付名簿（氏名及び緊急連絡先）のご記入をお願いいたします。
　　なお、当該情報は保健所等の公的機関へ提供される場合がありますので、ご了承願い
ます。

あ な た の 街 の 納 税 協 会

公益社団法人 大阪福島納税協会 本部

福島区玉川２丁目５番22号　TEL：06－6448－4112

公益社団法人 大阪福島納税協会 此花支部

此花区梅香１丁目23番23号　TEL：06－6461－3968

税務相談所を開設

相談日程

（事前予約制）

相　談　日

受付時間

相談内容

相談場所・・・・・大 阪 福 島 納 税 協 会（本部・支部）

税理士による相談（○印が相談日）

①　一般の所得税と消費税の確定申告相談（譲渡所得、贈与税等に関するご相談は取り扱っておりません）
②　ｅ－Ｔａｘ（電子申告）の相談　等

※　非会員の方については、納税協会の運営費用として2,000円のご負担をお願いします。
　ご不明な点等があれば、事務局にお問い合わせ下さい。

※　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、税務相談は事前予約制とさせていただきます。
　　ご予約優先となるため、予約がない場合、長時間の待ち時間が発生する可能性がありますので、
ご了承ください。

午前9時30分～午後3時30分（正午～午後1時は休憩）
相談時間は午前９時30分～午後４時

新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い

大阪福島納税協会　　本　　部（06－6448－4112）
　　　　　　　　　　此花支部（06－6461－3968）



皆 様 と 共 に 歩 む 納 税 協 会

入会申込書

◎　確定申告書をご提出される際には、納税協会からお配りしております会員証を貼付して下さ
い。なお、貼付する箇所は下図のとおりです。

　会員でない方は、ご入会され確定申告の相談を受けられることをお勧めします。
　ご入会していただきますと、確定申告期限後も税理士による無料税務相談をご利用いただけま
すし、無料法律相談、納税月報等の配付、税務・経営等の説明会や講演会及び書籍帳簿等の割引
販売などもご利用できます。
　なお、入会ご希望の方は、下記の入会申込書を郵送またはご持参いただくか、FAX
（6443-4287）にてお申し込みください。
　会費は、個人（月額500円）・法人は、規模によって金額が変わります。

納税協会は以下の目的のためのみに、個人（会員）情報を利用します。
　１．各種事業・サービスを提供するため
　２．各種商品・事業及び制度等の案内をするため

決算書に貼付する会員証のことで、ご不明な点があればお問い合わせ下さい。

会員証貼付の箇所［決算書（一般用）3ページの右下空欄］

貴協会の趣旨に賛同し入会します。 　　　年　　月　　日
フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

所 在 地

屋 号 又 は
法 人 名

氏 名 又 は
代 表 者 名

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

印

〒　　　－

○減価償却費の計算

○利子割引料の内訳 ○税理士等の報酬の内訳

○地代家賃の内訳 ◎本年中における特殊事情

3

貼　付

事務局から配付（送付）
する会員証

（
見
本
）

令和２
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06-4395-2949 06-4395-2812

06-4395-2953 06-4395-2810

9:00 17:30 9:00 19:00

21 28

9:00 11:30 13:00 16:00

9:00 11:30 13:00 16:00

552-8505 1-2-2-100 1
9:00 17:30 9:00 19:00
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会　　員　　紹　　介

皆 さ ん こ ん ち わ ー

大阪石油工運株式会社

代表取締役　油井俊雄

本 社

泉北事業所

大阪市福島区福島5丁目6番31号

ＴＥＬ. 06－6458－3588　

・シャトル事業所・防災警備事業所

高石市高砂2丁目1番地

ＴＥＬ. 072－268－3186　

ホームページ  http://www.nisshin-yoki.co.jp   E-メール  eigyo@nisshin-yoki.co.jp

山 本 正 人

本社　〒553-0001
大阪市福島区海老江 8丁目 8番 1号
106（6451）0352（代表）～5　FAX06（6451）7116
東京営業所　〒130-0014
東京都墨田区亀沢 1丁目 5番 1 7号
103（3625）8111（代表）　FAX03（3625）8109
九州営業所　〒841-0005
佐賀県鳥栖市弥生が丘 7丁目 3 8番地
10942（48）0121　FAX0942（48）0122
ホームページ　http://www.oogi .co . jp

〒５５３-０００１

大阪市福島区海老江３-２３-５

TEL 06-6458-9331

FAX 06-6458-9334

新明産業株式会社
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会　　員　　紹　　介

皆 さ ん こ ん ち わ ー

石灰石採掘販売

国見山株式会社
代表取締役　 川 淵 平 典

本 社

営業所

鉱 山

大阪市福島区野田3丁目13の28
電話 大阪（06）6461－7821番（代）

東京・名古屋・大分

三重・高知

〒５５０－００１３　大阪市西区新町3丁目4番２１号
ＴＥＬ：０６－６５４３－０１１１　ＦＡＸ：０６－６５４３－４８８８
http://www.kansetsu.co.jp/

機械設計　機器設計：産業機械設計／輸送機器設計
　　　　　設備設計：物流設備設計／環境設備設計
電気設計　電子・電気制御：ハード設計／ソフト設計

総合エンジニアリング

代表取締役　谷野　友孝

液体化学薬品中継業・倉庫業

辰巳商会グループ

北辰倉庫運輸株式会社

代表取締役社長　太田英之

代表取締役会長

代表取締役社長

中 島 康 弘
中 島 啓 太
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会　　員　　紹　　介

皆 さ ん こ ん ち わ ー

代表取締役　中 條 秀 昭

株式会社バルカー　代理店

〒564－0051　大阪府吹田市豊津町 31番 16 号
Tel（06）6330－1001　Fax（06）6330－1181

・工業用シール製品（ゴム・樹脂・金属）
・建設機械用部品
・半導体・医薬・食品装置部品

支　店：大阪・北陸・山口
営業所：小山・ひたちなか
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只今、法人・個人会員の増強を図っております。お取引先やお知り合いの方で、当協会に
未加入の方がおられましたら、ぜひ事務局までご紹介ください。

2月情報あらかると

https://www.nk-net.co.jp/osakafukusima/ E－mail　osakafukusima@nk-net.co.jp
月例講演会のご案内、納税協会連合会発刊の
メールマガジン等を発信します。
ご希望の方は、会社名・代表者名・担当者名
（個人の方はお名前）をE‒mailで事務局へ
ご連絡下さい。

事業活動や今後の予定、
新刊図書の情報、月例
講演会のご案内等を掲
載しています。

会　　員　　紹　　介

皆 さ ん こ ん ち わ ー




